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      開 会 午前１０時００分 

吉村議長 ただいまの出席議員は15名で、定足数に達しておりますので、平成30年第１回葛城市議会

臨時会を開会いたします。 

 本日、議会だより用に議場内の写真撮影を行いますので、ご承知おきください。 

 なお、報道関係者から写真及び映像撮影の申し出が出ております。 

 お諮りいたします。 

 これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

吉村議長 ご異議なしと認めます。よって、議場内の撮影を許可することに決定いたします。 

 本日は、平成30年第１回臨時会が招集されましたところ、議員各位におかれましては何か

とご多用の中、ご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。本臨時会も議員各位の格段のご協

力によりまして、議会運営が円滑に進行できますよう、よろしくお願いいたします。 

 ここで、報告事項を申し上げます。 

 本臨時会に提出された議案は、議事日程記載の日程第３、発議第１号及び日程第４、発議

第２号の２議案であります。なお、議事の進行上、議案の朗読は省略いたします。 

 報告事項は以上でございます。 

 ここで、阿古市長から招集者としてのご挨拶を願うことにいたします。 

 阿古市長。 

阿古市長 皆様、おはようございます。 

 本日、平成30年第１回葛城市議会臨時会の招集をお願い申し上げましたところ、議員各位

におかれましては、ご多忙の中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。本臨時会の

招集につきましては、地方自治法第101条第２項の規定に基づき招集をさせていただいたとこ

ろでございます。議員発議による議案についてご審議をいただくわけでございますが、よろ

しくご審議を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、開会の挨拶

とさせていただきます。 

吉村議長 これより日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、７番、内野悦子君、９番、増田順弘君

を指名いたします。 

 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 本臨時会の会期、議事日程、審議方法について、議会運営委員会で協議願っておりますの

で、運営委員長から報告願います。 

 10番、岡本 司君。 

岡本議会運営委員長 皆さん、おはようございます。平成30年第１回葛城市議会臨時会の開催に当た

りまして、去る２月13日、議会運営委員会を開催し、諸事項につき慎重に協議いたしており

ますので、その結果についてご報告いたします。 

 最初に、臨時会の議事日程及び審議方法についてでございます。 
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 日程第３、発議第１号及び日程第４、発議第２号の２議案につきましては、一括上程し、

それぞれ提案者よりその内容説明を受けた後、一括質疑を行い、委員会付託を省略し、討論、

採決まで行います。なお、討論につきましては、まず発議第１号の討論を行った後、続いて

発議第２号の討論を行います。そして、それぞれの討論が終わりましたら、発議第１号の採

決を行い、最後に発議第２号の採決を行います。 

 なお、会期につきましては、本日２月19日の１日間といたします。また、１月23日と２月

１日に開催いたしました議会運営委員会では、旧町時代の未処理金に関して、議会としての

今後の調査方法などについて協議を行った結果、地方自治法第101条第２項の規定により、臨

時会の招集請求を行うことを議決したところでございます。 

 以上、報告といたします。皆さんのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

吉村議長 ただいまの議会運営委員長からの報告のとおり、本臨時会の会期は本日２月19日の１日と

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

吉村議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日２月19日の１日と決定いたしました。 

 重ねてお諮りいたします。 

 議案審議につきましても、ただいまの運営委員長からの報告のとおり行うことにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

吉村議長 ご異議なしと認めます。よって、運営委員長からの報告のとおり議案審議を行うことにい

たします。 

（岡本議員退席） 

吉村議長 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございます。 

 これより議案審議に移ります。 

 日程第３、発議第１号、旧町時代における未処理金に関して地方自治法第100条に基づく調

査特別委員会を設置する決議について及び日程第４、発議第２号、旧新庄町時代から引き継

がれている不透明な未処理金に関する調査特別委員会を設置する決議についての２議案を一

括議題といたします。なお、本２議案につきましては、委員会付託を省略し、討論、採決ま

で行います。 

 まず、発議第１号議案につき、提案理由の説明を求めます。 

 14番、下村正樹君。 

下村議員 ただいま議題となりました発議第１号議案について、議案の朗読をもって提案理由の説明

にかえさせていただきます。 

 発議第１号、旧町時代における未処理金に関して地方自治法第100条に基づく調査特別委員

会を設置する決議について。 

 １、調査事項。 

 本議会は、地方自治法第100条第１項の規定により、次の事項について調査するものとする。 

 （１）旧町時代における未処理金の発生経緯に関する事項。 
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 （２）旧町時代における未処理金の現在までの管理実態に関する事項。 

 （３）旧町時代における未処理金の今後の適正な処理に関する事項。 

 ２、特別委員会の設置。 

 本調査は、地方自治法第109条及び委員会条例第５条の規定により、委員８人で構成する旧

町時代における未処理金調査特別委員会を設置し、これに付託して行う。 

 ３、調査権限。 

 本議会は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第１項及び同法第98条第

１項の権限を、旧町時代における未処理金調査特別委員会に委任する。 

 ４、調査期限。 

 議会が必要と認められる期間とし、議会の議決により付託された特定の事件については、

閉会中もなおこれを審査することができる。 

 ５、調査経費。 

 本調査に要する経費は100万円以内とする。 

 設置理由。 

 旧町時代における未処理金について調査、解明するため。 

 この未処理金については、旧新庄町時代に役所内で何らかの方法によって積み上げられた

非公式に存在するお金があり、それが処理されずに現在も金融機関に預けられたままとなっ

ていることがわかっております。また、そのお金については、一部の職員の中で引き継がれ、

現在においては、新庄町（葛城市）の元職員であった者が通帳を保管しているということで

ございます。議会といたしましては、この未処理金を今後葛城市が適正に処理するため、ま

たこのようなことが再び起こらないよう、未処理金の発生経緯や現在までの管理実態など、

必要な事項を検証し、真相を明らかにする責務があると考えておりますので、地方自治法第1

00条に規定する調査権を付与した特別委員会を設置することを求めます。議員皆様方の賛同

を賜りたく、お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

吉村議長 続いて、発議第２号議案につき、提案理由の説明を求めます。 

 ６番、谷原一安君。 

谷原議員 皆さん、おはようございます。ただいま議長の許可を得ましたので、第２号議案の提案に

ついて、理由を説明していきます。 

 議案の内容は、旧新庄町時代から引き継がれている未処理金について、その発生、管理、

そして処理に関して、委員定数８名の地方自治法第98条第１項の権限を委任された調査特別

委員会を、地方自治法第109条及び葛城市議会委員会条例第５条の規定により設置するという

ものでございます。 

 さて、議会には２つの使命があると伺っております。１つは地方自治体の具体的政策を最

終的に議決するということ、もう一つが行政の監視であります。執行機関の行財政運営が全

て適法、適正に行われているということを住民の立場に立って批判し、監視するという使命

であります。今回、旧新庄町時代から引き継がれている未処理金の存在を、全員協議会の場
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ではありましたけれども、議員全員で確認いたしました。この未処理金について、その発生、

管理、処理あるいは再発防止について調査し、嫌疑するということをしなければならないと

いうことは、行政の監視という議会の使命に照らして、当然のことであります。特別委員会

を立ち上げて調査する。この点におきましては、この議場におられる議員全てが合意をして

おります。しかしながら、この調査特別委員会の権限や、あるいは調査の進め方について、

議員の間で意見が分かれたのであります。 

 提案の１つは、先ほど下村議員が提案なさいましたけれども、地方自治法第100条の権限を

委任された調査特別委員会を設置する案。もう一つの提案が、私が提案しております地方自

治法第98条の権限を委任された調査特別委員会を設置する案であります。わかりやすく申し

上げますと、初めから百条委員会を立ち上げるのか、それとも第98条に基づく調査委員会を

立ち上げて調査を進めた上で、問題点をよく絞って、必要に応じて適時適切に百条委員会を

立ち上げるのかといった違いであります。 

 さて、今すぐ100条調査権を持つ特別委員会を立ち上げるのではなく、まず98条調査権に基

づいて特別委員会で事実関係などを調査した上で、必要に応じて100条調査権を持つ委員会を

立ち上げるという２つのステップを持つ、そうした調査方法を提案している次第であります。

その理由でございますけれども、１つ目の理由は、議員必携というところに書いてある指摘

によっております。この議員必携は、私たち新人議員全員に研修図書として議会事務局で配

付されたものであります。これに基づいて私たちは勉強し、公正な、そして民主的な議会運

営をやっていこうということで学んでいるテキストでありますけれども、この中に100条調査

権について、次のように書かれております。 

 この調査権は、強制力を伴う強力な権限であるから、その発動に当たっては、政争の具に

供したり、個人的秘密に及んだり、個人攻撃の手段に利用されたりすることのないように慎

重を期すべきであるとあり、留意すべきこととして、次のように述べております。 

 この権限を発動するに当たっては、特別の強権発動であるから、質疑、質問、資料の要求、

検査権、監査請求権の行使などの手段を十分尽くした上で判断すべきことであることとあり

ます。つまり、私が提案している検査権や監査請求権などの地方自治法第98条の権限を行使

して、十分調査して判断すべきであると述べているのであります。そうしなければ、強制力

のある100条調査権を個人攻撃や政争の道具にしてしまうことが起きる。そうしたおそれがあ

ると議員必携には指摘しているわけであります。 

 また、このことは財政上の問題にもかかわってまいります。さきに提案された下村議員の

先ほどの提案にもありましたけれども、百条調査特別委員会の提案には100万円以内の経費が

計上されております。出頭人の旅費や弁護士費用など多額な費用がかかり、調査範囲が広が

れば広がるほど、200万円、300万円経費がかかることもあり得ます。しかし、私の提案は、

経費がまずはかからない、必要とされないのであります。後で百条委員会を立ち上げること

になったとしても、最初から百条委員会を立ち上げるよりも少ない経費で、市財政に負担を

かけることなく効率的に調査ができるものと考えます。出頭を拒否する人がいたら調査でき

ないのではないかという意見もございます。そのときには、百条委員会を立ち上げて調査し
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ますよと、そういって協力を申し述べればいいことであります。100条調査権は議会の伝家の

宝刀と言われております。伝家の宝刀は抜かずに使う。そういうところに値打ちがあり、効

果があるのではないでしょうか。それを最初から振り回すことになれば、関係のない方にも

傷を負わせることもあり得ます。まずは98条特別委員会でしっかり調査した後で、必要に応

じて適時適切に百条委員会を設置すべきであります。 

 ２つ目の理由を申し上げます。行政の不正を正す議会は、まずみずからの襟を正して公正

な運営をすべきであると考えるからであります。例えば、行政上の大きな不正があって、市

民も大変大きな関心を寄せている問題がある。この問題については議会がなかなか調査を始

めない。また、例えば、一常任委員会の調査案件としておいて、新たな不正がわかった問題

については百条委員会を直ちに立ち上げる。そういうことになれば、余りにも議会運営上不

公正ではないでしょうか。百条委員会設置の正当性が失われて、市民からは政争の道具とし

て百条委員会を使っている。そうした批判を受けることになります。行政の不正を追及する

議会は、まずみずから運営において公正であるべきではないでしょうか。 

 最後に、提案理由をもう一度、長かったのでまとめさせていただきます。百条調査委員会

設置を個人攻撃や政争の道具にしないために、まず98条調査委員会で十分調査をすべきであ

ること。それは経費の節減にもなります。さらに、行政の不正を正す議会は、何よりも公正

な議会運営が求められております。全議員が調査に合意しているわけでありますから、まず

第98条に基づく調査特別委員会を設置することが賢明かと存じ上げます。 

 以上申し上げまして、私の提案理由といたします。ありがとうございました。 

吉村議長 これより質疑に入りますが、本２議案については一括質疑といたします。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

吉村議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより、本２議案について討論に入ります。初めに日程第３、発議第１号議案について

討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 ９番、増田君。 

増田議員 それでは、私の方から賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 本議案につきましては、昨年暮れから数回にわたりまして、旧新庄町時代の役所内で重要

なポストにおられた方々からの説明を受けたことによりますと、相当以前から役所内で処理

せずに棚上げ状態となったお金が今日まで引き継がれてきたということでございます。この

ことについて大切なことは、私は、市民の皆さんにどのような経緯で発生したのか。また、

どのような管理をされていたのか。この全容をきちっと説明して、その適正な運用ができる

ような処理をすべきであると、こういうふうに感じたところでございます。そのためには、

長い期間、今日まで引き継がれてきたことによります、多くの関係者の方々また関係機関、

こういう方々の協力が非常に必要であるというふうに思われます。 

 議会に与えられております調査権、すなわち地方自治法第100条の調査権に基づいた特別委



 

－8－ 

員会の設置、これが必要であるというふうに思います。 

 先ほどからご説明をいただいておりました第98条に基づく特別委員会というふうなご説明

もございましたけれども、地方自治法第100条の冒頭にどのような記載があるかというふうな

ところを紹介させていただきますと、第100条地方自治体の議会は、当該普通地方公共団体の

事務に関する云々と、こういうふうに書いてございます。 

 一方、第98条を見てまいりますと、冒頭に検査、監査の請求、後ろの方には監査をするこ

とができるということでございます。すなわち調査をするという委員会であれば、議会で与

えられている地方自治法第100条に基づく特別委員会の設置が適当かというふうに私は考え、

賛成討論とさせていただきます。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 １番、杉本君。 

杉本議員 日本維新の会、杉本訓規でございます。 

 発議第１号、旧町時代における未処理金に関して地方自治法第100条に基づく調査特別委員

会を設置する決議に対して、賛成の立場で討論させていただきます。 

 この未処理金については、昨年12月より何度も協議会などで議論されており、私もさまざ

まな、いろいろな意見を聞かせていただきました。市民の方々も大変興味深く、私は、議会

としても迅速に、そして正確に検証し、真実の究明、適正な処理が必要だと考えております。

そのためには、通帳の開示や未処理金発生の経緯、現在までの管理状態など、金融機関など

の協力が必要なため、100条調査権の付与がないと、スピーディーに、そして正確に適正な調

査が行えないと考えます。そして、この未処理金にかかわる方々の正しい証言等も必要とな

ってきますので、地方自治法第100条に規定する調査権を付与した特別委員会の設置を求めま

す。 

 以上でございます。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 ７番、内野君。 

内野議員 発議第１号議案に対して、賛成の立場から討論をいたします。 

 このたび、旧町時代における未処理金と言われておりますお金のことを昨年12月21日に聞

いたわけでございます。私は本当に、非常に驚きました。そして、その後、度重なる協議会

のもと、私は非常に複雑な内容であると思いました。そして私は、この未処理金がどのよう

にして生まれたものなのか。そしてまた、今までどのようにして管理をなされたのか、引き

継がれたものなのかという管理実態を解明し、旧町時代のお金がいかなるお金かという事実

を明確にすることが最も大切であると思います。そして、これからについては、単に市町村

やその他の執行機関に対して質問したり、資料の提出を要求したりするだけではなく、他の

関係人の出頭や証言や記録の提出を請求することができるとともに、これらの者の虚偽の真

実、証言拒否、不出頭、記録の不提出に対しては、議会が告発できる極めて強力な権限のあ

る地方自治法第100条第１項及び地方自治法第98条第１項の権限を持つ委員会で真相解明に

取り組んでいくべきだと思います。したがって、地方自治法第100条に基づく調査特別委員会
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の設置に対し、賛成をいたします。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 ５番、松林君。 

松林議員 発議第１号議案に対し、賛成の立場から討論させていただきます。 

 現在、旧町時代における未処理金と言われているお金が存在しております。この厳然たる

事実に対しまして、このお金はいつ、どのようにして生まれたものかという発生経緯、そし

て、今までどのようにして管理がなされ、引き継がれてきたのかという管理実態を明らかに

し、旧町時代における未処理金と言われているお金がいかなるお金なのかということを検証

し、その真実を明確にすることにより、その結果によってこのお金の適正な処理もなされる

であろうということを期待するものでございます。それゆえに、このお金がいかなるお金か

という真実に迫る調査が望まれるところであろうかと感ずるものでございます。まずは旧町

時代における未処理金と言われているお金がいかなるお金かということを明確にするという

ことが優先されるべき目的になろうかとは思います。この所期の目的を達成するためには、

さまざまな調査や証言を求め、１つ１つの事象に対し整合性の有無を検証していかなければ

ならないということを想定した場合、地方自治法第100条に規定される百条調査でなければ到

底なし得ないであろうということを考えるものでございます。したがいまして、地方自治法

第100条に基づく調査特別委員会を設置することに賛成いたします。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 ８番、川村君。 

川村議員 発議第１号、旧町時代における未処理金に関して地方自治法第100条に基づく調査特別委員

会を設置する決議に対して、私は賛成の立場で討論させていただきます。 

 昨年12月、旧新庄町時代に役所において、何らかの方法によってプールされた多額なお金

が存在するという衝撃的な証言がございました。12月定例会の会期中、その旨が伝えられま

して、議会からの要請により、翌日21日に総務建設常任委員会協議会において、その証言の

会話を記録した音声テープが公開されました。その未処理金は一部の職員により引き継がれ、

特定の人が今でも公開せずに保管しているはずであるというような内容でございました。そ

して、この間、お金を管理していた方に対して、議会は直接、未処理金に関する資料の提示

を求めました。その後２月１日に、全員協議会前に、お金を管理している方とともに、事実

お金が存在していたことが確認できております。このことを世間では、何か世間話などとい

うような言い方をされているとも聞きますが、決して世間話のようなことなのでしょうか。

大変大きな問題であると思います。勇気ある証言を議会に寄せていただいたからこそ、この

ようなお金の存在が確認できたわけでございます。しかし、このような発覚から今日まで、

議会としましては、所管の協議会や全員協議会と、非公開ではあったものの丁寧に進めてま

いりました。議会としましては、今後は公開の場で責任を持って、目的を持って、しっかり

調査を進めていかなければなりません。それほど大きな事案であります。 

 まず、証言にあったような内容のお金なのかどうか。要するに、発生の経緯を調査してい

かなければそのお金の性質はわかりません。この問題を取り上げなければ、いつの時点で公
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表するつもりであったのかということ、つまり現在まで公表できなかった管理実態について

調べていかなければなりません。現在確認できているお金が、個人のものではなく葛城市に

帰属するべきお金なのであるならば、そういった判断ができるまで調査をしていく。そして

適正に処理をする。こういった内容は、正確また強制力を持って調査しなければならないよ

うな状況になるのではないでしょうか。百条委員会の調査権を使い、粛々と解明していかな

ければならないものと判断いたします。 

 また、本件は、既に市民の方々が大変よく知っておられ、早急に正確な解明と処理が求め

られております。金額が大きいだけに、市民の関心が集まるのも当然でありましょう。私た

ち議員は、与えられた最大の調査権を使い、議会の使命を果たす責任があると思っておりま

す。 

 今回は、また議案の中に地方自治法第98条第１項の権限、検査権を使い進めていく方法と

あわせ、地方自治法第100条第１項の権限、調査権を併結して、うまく時間を短縮して効率的

に調査を進めていくという議案になっております。ここに検査権と申しますのは、先ほど増

田議員の方からも言われましたが、行政執行者に対して書面による検査、調査である。監査

的な要素が濃い。参考人証言程度でありますし、強制力は弱いということでございます。そ

れに対し、調査権と申しますのは、しかるべき証人などを強制力を伴い調査できる権限を持

つということでございます。決して、先ほど個人の政争の道具に使うといったような、そん

な内容であってはならないと思います。この第100条の権限ということに対しては、議員１人

１人の個人のモラルもきっちり持っておりますし、こういった形にならないような、粛々と

行儀のいい百条委員会にしていかなければならないということを私は思っております。 

 しかし、この案件については、両方うまく調査を進めていくべきでありますし、本当に手

順を踏んで、うまく両方を使い調査していく。しかし、100条調査権というのは当然必要だろ

うということも考えます。ですから、私は、第98条と併設し、百条委員会設置に大いに賛成

をいたします。 

 以上で私の賛成討論を終わらせていただきます。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 11番、西井君。 

西井議員 私、発議第１号の賛成という意味合いで賛成討論をさせていただきます。また、本日まで

の経緯も若干織り入れまして、私の意見を申し上げます。 

 たしか昨年12月20日に全員協議会の場で、ある議員が、こういう証言があるという発言を

されたと。私自身もその証言があるという話を聞いてびっくりしたわけでございますが、こ

のような話を市民が聞けば、当然びっくりするような話で、きちっと議員としては調べんか

いという声を多々聞いているわけでございます。もちろんその意味合いで、12月21日の朝の

議会運営委員会で、前日提案された話をそのまま審議しないのはいかがなものかということ

で、議会運営委員会で私は提案したわけでございます。その結果、総務建設常任委員会協議

会で一応その話について調査したらどうかということを議運で決められたと。その後、先ほ

ども出ているように、12月21日本会議が終わって、総務建設常任委員会協議会で証言テープ
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を議員皆さんが聞かせていただいたと。また、その結果、12月27日、総務建設常任委員会協

議会でもお諮りされた。また、今年１月10日にも再度協議されたと。十分協議した中で、第

98条ではとても解明できないであろうというようなおおむねの発言があって、議会運営委員

会で協議した中で本日に至ったという経緯でございます。やはり総務建設常任委員会協議会

でも調査するのに、10年以上前のことを簡単な形で調査はできないだろうという意見がほと

んど思われたと。もちろん発議第２号でおっしゃっているように、調査はできるが、10年以

上のことで調査しようと思ったら、簡単な形での調査が行き詰まることが見えてると私は思

うわけでございます。そのような意味合いで、やはり不正があれば不正を、また間違いがな

かったら間違いがなかったということをちゃんと百条の中で精査することにより、市民の不

安もなくし、また公平な形の議会を進めるべきであろうと思います。もちろん先ほども話が

出てるように、この件について政争の具にするとか、そのような気持ちは一切ございません。

やはり間違いがあれば間違いを正す。これは当然、議員の責務であると私は常々思っており

ますので、その経緯の中で間違いがないかどうかを審査するのを、一番強制力のある形の中

で精査してもらったらいかがであろうかという思いでございますので、私自身はその意味合

いで賛成討論とさせていただきます。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 15番、西川君。 

西川議員 私は、百条を設置することに関して、もちろん賛成の立場でございますけれども、必ずこ

れが必要だというふうな立場でございます。先ほどからこのことについて、12月20日の協議

会で、私が発言をいたしましたので、このことを諮って、なおかつ今まで賛成をされる議員

の方々が種々おっしゃったように、臨時会の開催まで一気に行ったわけではなし、いろんな

形で、それぞれ議員の立場で議論をされてきて、今現在、百条の設置に向かって議論をして

いる。もう一つは、第98条ですか、検査権、それもそれでいいんですけれども、これははっ

きり言って、そんな小さな意味を持ってません。特定の議員をおとしめるとか、これをもっ

て政争の具にするとか、そんな小さな思いは持ってません。その当時出てきてるお金という

のが、１億8,300万円か何かというふうに出てます。こんな大きなお金をどうして葛城市に、

このお金の性格というのがどんな性格を持ってるのか。この金にある程度関係された方は、

自分のお金ではないということははっきり言っているんです。それで、これが本来、本当に

葛城市に帰属すべきお金かどうか、これははっきり知りません。百条を設置して、そして必

ずそういうふうな性格を持った、葛城市が最終的に市民の皆さんのためにちゃんと役立てて

いけるような、葛城市がちゃんとそのお金がおさめられるかどうかということをしっかり証

明していくためには、時間もたってるんやから百条を設置して、金融機関から必要な書類を

はっきりと出していただいて、百条というのは何も、横領であるとかそういうふうな罪をつ

くってどうのこうのするのではないんです。ちゃんとした調査をするために、偽証してはい

けません。理由もないのに書類を出さんかったらいけません。正当な理由がないのに、きっ

ちりと出席して証言してください。その証言に対してうそをついたら、百条を設置する間、

記憶違いで間違ってましたといったら、そのまま別に罰せられることはないです。そのまま
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百条が閉じられてしまったら、これははっきりと偽証罪という形をもって告発も、禁固刑か

ら罰則から、そんなんあります。ただ罪をこしらえる、証明するという場ではないです。真

実をちゃんと証明して、そのためには強制力を持って、それをちゃんと最終的には皆さんが、

これは私のお金ではない。葛城市に帰属すべき金やという認識があるんやから、そのお金の

性格をきっちりと証明して、葛城市がちゃんともらえる、使える、そういう形にしていくの

が、それをするために百条委員会の設置をするのであって、何も政争の具や一議員をおとし

めるなんていう意味合いは一切ないです。そこだけははっきりして、早急にきちっとそうい

うふうなことをしっかりと皆さんによって解明していただきたい。こういうふうな思いで発

議第１号にしっかりと皆さん賛成していただいて、この取り組みを議員の責務としてやって

いただきたい。このように私は思っております。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 12番、藤井本君。 

藤井本議員 私も発議第１号、地方自治法第100条、百条委員会の設置というものに賛成の意見を述べ

たいというふうに思います。 

 こういった事象でございますので、当初、これは12月の終わりに、20日でしたか。約２カ

月前に発覚をしました。このときには、スピーディーにやらなければならないというのと、

もっとスマートな形でこれを解決していかなければならないということで、早く、百条でな

くても調査委員会を立ち上げてということの思いを述べたこともございましたけども、あれ

から２カ月たって、今の段階で本当に進んでいない。お金が存在したということはわかりま

した。先ほども少し出てましたけども、１億8,000万円以上のお金があるということがわかり

ました。そして、今現在それを管理されてる方が、平成20年12月にこれを小切手で受け取ら

れたということもわかりました。提示された中には、平成27年に出金もあるということもわ

かりました。こういったことを調べていくのに、２カ月もたってこれから進めていこうとい

う中の話でございます。第98条の委員会と百条委員会と何が違うんだと。先ほどから出てる

のもそれはそれで理解してますけども、私は市民の注目度が違うというふうに思います。百

条委員会を立ち上げることで市民も大きな注目をしていただけるであろう。それだけこのお

金というのは、旧新庄町の中でどういう形でやられたのかわからないですけども、これを早

く、今宙に浮いた形になっている。これを早く葛城市のものだということを実証するために

は、市民の注目を得ながら、地方自治法第100条というものの権限を持った委員会を立ち上げ

て調査をして、冒頭に申し上げましたように、早く、スピーディーに、ちゃんとしたものを

解明しながら、ちゃんとしたところへ位置づけてやる。これが大切であろうかというふうに

思います。よって、第100条に基づく設置についてを賛成したいというふうに思っております。 

 以上です。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

吉村議長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 続いて、日程第４、発議第２号議案について討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

 ２番、梨本君。 

梨本議員 谷原議員の提案する発議第２号、地方自治法第98条第１項の権限を委任された調査特別委

員会の設置に賛成の立場から討論させていただきます。 

 これは、あくまで調査は必要であるが、最初から第100条に基づく調査特別委員会で行うべ

きではないという立場からです。一部の関係者が既に全員協議会の場で真偽を明確にし、通

帳を開示するなど真相究明に協力する姿勢を示しておられました。また、大変重要な問題で

はありますが、緊急性を持つ案件ではないと、このように考えております。つまり、第100

条に基づく委員会を設置する以前に、市議会としては別の調査方法でも可能だというふうに

考えております。 

 谷原議員の提案に賛成する理由は、下村議員の提案する第100条に基づく調査特別委員会の

設置は、谷原議員の提案に比較して多額の費用と労力を要するということであります。今回

の百条委員会の設置には100万円以内の調査経費も提案に含まれています。ただし、調査経費

はあくまでも予算であり、この先の調査においてどれだけの経費が必要になるのか、まだ見

当もついておりません。市民からお預かりした税金の適切な予算執行に取り組むべき市議会

が、別の方法を全く検討、行使もせず、簡単に調査経費を使用するのはいかがなものでしょ

うか。今回の百条設置は、予算に対する見識からも市議会全体の資質が問われています。ま

た、百条委員会設置となれば、かかわる市議会議員や議会事務局などの労力も相当であると

考えています。葛城市議会には現在、これ以外にも取り組むべき重要な案件がございます。

それは、今現在、市民が不安を感じ、注目している、重要かつ緊急を要する案件です。その

課題に最優先で取り組むべき市議会が、時間と労力を別の問題に注力している。この姿勢は、

市民の目にとってどのように映っているのか、慎重に考慮することが必要です。 

 この未処理金問題は、本当に当初から100条調査権を持つ委員会を設置し、調査経費を計上

しなければ真相究明できない問題なのでしょうか。今なお事実関係をほとんど把握していな

い状況で、一部の人々による一方的な思い込みが含まれていませんでしょうか。何事も包み

隠さず話すという関係者に説明の機会すら与えず、乱暴に立ち上げられようとしている百条

委員会の設置には、私は反対です。 

 最後になりましたが、今回の未処理金問題は、12月20日開催の議会全員協議会で明らかに

なりました。その根拠となる録音記録は、翌12月21日の総務建設常任委員会協議会で公開さ

れ、その後、12月25日に議長、副議長、総務建設常任委員長、議会事務局長の４名が、録音

記録で話されている当事者に内容確認を行ったと聞いております。しかし、その録音記録を

事前に入手した４名の市議会議員が、12月20日の全員協議会以前の12月８日に警察に相談に

行っているとの事実がございます。そもそも発端となった録音記録も、録音時には相手方の

承認を得ずに録音したものであり、入手経緯も説明がありません。４名の議員が事前に警察

に行った事実は、２月１日の議会全員協議会で偶然にも明らかになったものでありますが、

それまでほかの議員にも知らされてはおりませんでした。 

 議員必携には、議会の調査権は、犯罪捜査や検察機関の捜査とは異質のものであることに



 

－14－ 

十分留意することとの記述があります。警察に相談に行った後に議会に持ち込むことは、明

らかな議会軽視であり、恣意的な意図を感じます。議員必携にあるように、百条委員会は決

して政争の具に供したり、個人攻撃の手段に利用してはいけません。まずは特別委員会で調

査し、その結果に疑義が生じた場合に百条に切りかえていくことが適切であると考えます。 

 以上の理由から、私は谷原議員の提案する特別委員会の設置に賛成いたします。 

 以上です。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 ３番、 村君。 

村始議員 谷原議員が提出されました発議第２号、旧新庄町時代から引き継がれている不透明な未

処理金に関する調査特別委員会を設置する決議、これに賛成する立場から討論をさせていた

だきます。議長のお許しをいただきまして、パネルを使わせていただきたいと思います。今

このパネルを使いまして、今までの経緯につきまして、今までも口頭で皆さんおっしゃって

いますけれども、調査、審議すべき事項について再度振り返りながら、私の意見を申し述べ

たいと思います。 

 まず、旧新庄町時代に未処理金というものが、どういった経緯か現時点ではわかっており

ませんけれども、発生をしたというふうに言われております。今明らかにすべきは、未処理

金の時期です。いつの時代からこういうことが行われていたのか。新庄町の最後の町長は

川町長ですけれども、その前、いつの時代ぐらいからやられていたのかということ。それか

ら、どういったお金の出どころがあったのか。これが非常に大事な問題であると思います。

これがもし、例えば公金とかそういうところから出てくるということがあれば、これは百条

の対象になってくるだろう。これは谷原議員も含めまして、私どももみんな、これは必要で

あろうというふうに考えているところであります。 

 未処理金というものがずっと来まして、だんだんと、最初から大きかったのか、大きくな

ってきたのかわかりませんけれども、ずっと来まして、平成16年に葛城市が誕生いたしまし

た。そして、そのとき未処理金は、恐らく会計責任者の間で受け継がれながら来たのだろう

と思います。この前の２月１日の全員協議会で聞いた話によりますと、平成20年11月末ごろ

に元副市長、元市長が聞いたと。そして、それで12月11日にお金を預かって、当時は一市民

でありますけれども、元副市長が通帳を作成したというふうに聞いております。この管理に

関するのが、平成20年のこの時点が２番目であります。そして、これが旧町時代から引き継

がれている未処理金の現在までの管理実態に関する事項です。それから最後、旧町から引き

継がれている未処理金の今後の適正に関するということについては、これ以降の話になって

くると思います。今重要なのは、１を明らかにしなければならない。これはみんな同じ考え

だろうと思いますけれども、これで私がなぜ最初から百条を立ち上げずに特別委員会にすべ

きかというふうなことにつきましては、これは、２月１日の全員協議会の場で伺ったんです

けれども、１月22日に議長、副議長、それからあと議会事務局の職員の方が、市の顧問弁護

士のところに行かれて話を聞かれたところによれば、市の客観的資料、こういったものが現

時点では全然出てきてないと。こういった事実が必要である。まずこれを調査することが必
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要である。これが出てきて初めて未処理金というものが一体どういった性格を持っているも

のか、これが初めてわかった時点で、もし仮に今後調査をする中で百条が必要ということに

なれば、そのときに初めて設置すればいいわけであります。そちらの方が当然安く済むわけ

であります。 

 また、２番目につきましても、今まで当時の関係者におかれましては、その調査に対して

協力的な姿勢を示しておられます。そういった方々に経緯をご説明いただく。そういった適

切な場所を設置して、議会としてそれを用意し、話を聞く必要があります。この前、２月１

日、全員協議会の場で、元市長、元副市長が説明に来られたときに、話を聞かれたら、これ

については説明をしますというふうに伺っております。その場で質問もほとんどなされてお

りませんでした。今後そういう場を設置して話を聞いて、その上で必要であれば百条に切り

かえていく、そういったことが必要であろうと思います。 

 なかなかこれが、未処理金の問題とか複雑なといいますか、難しい問題ですのでわかりに

くいので、１つ私なりに例え話をつくってまいりました。このパネルを縦形にいたします。

例えば私たちが、歯が痛くなって歯医者さんに行くということがあったときに、ここのとこ

で歯が痛いというふうなことがこういうふうにあったと。私たちはやはりそれを歯医者さん

として、やはり患者さん、市民に対して調査をして、それを知らせる必要がありますけれど

も、最初から調査もしないでごっそり歯を抜いてしまうというようなこと、何かそっちの方

がすっきりして気持ちがいいというふうなことではいけない。私はそのように思います。最

初からやはり、私が市民、患者の立場であれば、まずは例えばレントゲンを撮るとか、歯が

痛いのは虫歯なのか、それとも、例えば体調不良で免疫が落ちて、雑菌がふえて痛くなって

いるのか。こういったことをやはり知った上で治療に当たるべきだというふうに思います。

そのために丁寧に、事前に調査をする必要があります。幸いにして、調査に対していえば、

協力的な態度を示しておられると私は思いますし、もし調査に対して協力的でないというこ

とであれ、これは、そのときに百条に切りかえるというようなことを検討すればいいわけで

あります。したがいまして、私は、まずは手順を追って、きっちりと調査をする。そういう

ことが議会として大事だというふうに本当に思います。今、百条を最初から設置するという

のは、調査もしないで歯医者さんに行って、歯を抜くんだ。そういったことと同じである。

非常に乱暴なことだと私は考えております。 

 以上、私の賛成討論を終わります。 

吉村議長 ほかに討論はありませんか。 

 ４番、奥本君。 

奥本議員 調査特別委員会を設置する案について賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 最初に申し上げておきますけども、これは、百条委員会の設置について反対しているもの

ではございません。むしろ真相究明に必要な場合は、百条委員会の設置も必要という点では

一致しております。では、どこが違うのかと申しますと、最初に調査特別委員会を設置して

調べていく中で、これは百条の権限をもって対処しなければ真相究明が難しい。そうなった

ときに初めて百条委員会に切りかえるというものです。 
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 その理由を申し上げます。言うまでもなく、議会の役割の１つに、主権者である住民にか

わって執行機関を監視するというものがあります。その点においては、不透明な未処理金問

題という問題が出てきた。議会が解明し、適切な処理を検討しなければならない。これは当

然のことです。しかし、だからといって、問題に対処するに際して、どのような方法を使っ

てもよいというわけにはならないのです。しかるべき手順を踏みながら議員間で討論を重ね

て、その時々に与えられた権限をもって事実を解明し、それをもとに更に議論を深める。そ

れが議会本来のあり方であり、議員各自が守るべき責務と言えます。そして、この時々に与

えられる権限の中で、議会に与えられる最も強い権限が百条委員会であり、最後の手段、切

り札なのです。切り札というものは、やることは全てやって、もうこれしかない、手がない、

そういうときに使うべきものです。 

 以上を踏まえた上で、改めてこれまでの一連の話し合いを振り返ってみたとき、残念なが

ら、議員間で真相究明に向けた建設的な議論が持たれたとは思えません。先入観を持たずに

事実の確認を積み上げながら議論をしていかなければならない場で、感情的な発言をされた

り、許可も得ずに突然退席されたりする議員がいるという議会状況は、正常な議会運営がで

きていないと言わざるを得ないと思います。そのような場で、また不完全な議論のままの状

況でいきなり伝家の宝刀を抜くというのは、本当に正しい議会の姿なのでしょうか。私は違

和感を持ってしまいます。 

 私の友人で大阪府堺市の市議会議員がいます。彼は昨年の堺市の議会百条委員会で副委員

長を務めた経歴の持ち主で、私は、今後の勉強のために百条について教えを請いました。そ

して、１つ勉強になったことがございます。百条委員会は、証人として関係人に出頭、証言

を求める権限を持っている。正当な理由なく出頭を拒んだり、記録の提出に応じなかったり、

証言を拒んだりできないという点で伝家の宝刀とされます。ところが、この正当な理由とい

うところが非常にくせ者で、実は堺市の事例もあったのですが、民事訴訟法第196条で、証人

が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれがある事項など、５項目について証言拒

否権を認める。そういう法律を盾に証言を拒むことができるのです。もしそうなった場合、

時間と費用をかけたわりに成果が見込めない。そういう失態もあり得ると。ですから、百条

委員会を設置する場合、事前にできるだけの準備をして、慎重に進める必要があるというア

ドバイスをいただきました。 

 この話を聞いたとき、私は１つ心配事が脳裏を横切りました。今回の不透明な未処理金問

題を議会で話し合う前、一部の議員が捜査機関に相談に行かれたという事実。百条委員会の

設置を求めることは、議会で調査していきましょうという意味であるはずなのに、その調査

権を放棄するに値するような行為、これは百条委員会が空回りするおそれがあるのではない

かと思えるのです。議会で話し合う前に捜査機関に行かれるという行為は、百条委員会設置

を求めるところに相反するものであり、この点も正常な議会運営とは言いがたいのではない

かと思います。 

 最後にもう一度申し上げます。真実を知るためにどうしても必要なら百条委員会を設置す

る。これについては全く異存ございません。しかし、そこに至るまでに、議会活動を尊重し
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ながら正しい手順を踏んでいく。正常な議会運営が前提となります。 

 先週末、また残念なことに、不名誉な葛城市のニュースが流れました。一体葛城市はどう

なっているんですか。議会は何をやっているんだ。恐らくこれが市民の偽らざる感情だと思

います。このようなことを断ち切るために、まずは議会がもっとしっかりしなければならな

いのは明白です。本日の討論は、百条委員会をすぐに設置する。そのことの是非といいます

か、実は、議員が議会活動を尊重して正常な議会運営ができるように変われるかどうか、そ

れが問われていることだと思っているのです。我々議員は、正すべきところは正し、議員と

しての本分を忘れることなく、高邁な理想を求め続ける存在でなければならないと思います。 

 以上をもちまして私の討論を終わらせていただきます。 

吉村議長 傍聴人は静粛に願います。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

吉村議長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより発議第１号議案を採決いたします。 

 本案について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

吉村議長 起立多数であります。よって、発議第１号は原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 発議第１号が可決されましたので、発議第２号は議決不要となりますので採決は行いませ

ん。 

 ここで暫時休憩いたします。 

      休 憩 午前１１時０７分 

      再 開 午前１１時５０分 

吉村議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど設置されました旧町時代における未処理金調査特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第６条第１項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名い

たします。なお、調査特別委員会の委員長及び副委員長につきましては、委員会条例第８条

第１項の規定により、特別委員会において互選することと規定されておりますので、互選さ

れました特別委員会の委員長及び副委員長をご報告いたします。 

 旧町時代における未処理金調査特別委員会委員長、下村正樹君、同じく副委員長、西井覚

君。以上です。 

 以上で本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

 閉会に当たり、議員の皆様方に一言お礼を申し上げます。議員の皆様方には慎重にご審議

をいただき、また格段のご協力によりまして、議会運営が極めて円滑に進められたことに対

し、厚くお礼を申し上げます。これをもちまして本臨時会を閉会するわけですが、来月には

３月定例会が開催されます。新年度予算議案を初め、重要案件がたくさんございますので、

皆様におかれましては、よろくご審議いただきますようお願い申し上げまして、閉会のご挨
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拶とさせていただきます。 

 ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 市長。 

阿古市長 臨時会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日開会の平成30年第１回葛城市議会臨時会の日程を終え、閉会の運びとなりました。本

日ご審議いただきました結果につきましては、今後の対応に期してまいりたいと存じ上げる

ところでございます。議員皆様方におかれましては、今後とも市政へのご指導、ご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが閉会の挨拶とさせていただきます。 

 本日はありがとうございました。 

吉村議長 以上で平成30年第１回葛城市議会臨時会を閉会いたします。 

      閉 会 午前１１時５２分 
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